
 

   

 

1 郷土雑誌（１冊しかないもの）は、９月１日から館外貸出を取りやめます。 

2 特別取扱資料（行政資料・畝順帳・古文書・刊行後 30 年以上経過した新聞原紙・『日刊新

愛媛』全号など）は、９月１日から複製はカメラでお願いします。 

郷土の記録を後世に守り伝えるためにご協力をお願いします。 

 

999 月月月のののイイイベベベンンントトト   

古文書解読講座 ２７日（日）１０時～１２時 ５階・多目的ホール 内容：農書を読む 清良記 巻七(三) 

会員制（年会費2,000円）です。 お問合わせは愛媛古文書研究会（県立図書館、図書整理係内）まで。 

ビジネスなんでも無料相談会 ２０日（日）１３時～１７時 1階・第一会議室 

先着順 各定員５名 事前にご予約ください。お問合わせは担当/天野・津田まで。 

999 月月月ののの展展展示示示   

いろいろな分野の図書を３階・一般図書室内で展示します 

●結核って、どんな病気？     ●小さな命を守る 9 月 20 日から 26 日は動物愛護週間です 

●親子でダイエット！GOGO！   ●ちょっと一息。旅気分♪ 

●小説で読むビジネス 完結編   ●木子七郎の建築（4 階えひめ資料室） 

レファレンスカウンターより 皆さまから寄せられた質問にお答えします 

【問い】律令制では国司の官位が大国守は従五位上、上国守は従五位下、中国守は正六位下、

下国守は従六位下だそうです。伊予国は大国から下国のどれになるのでしょうか。 
【答え】『新訂増補国史大系 第２６巻』（吉川弘文館 2000年発行）P566(『延喜式』巻22 民部上)には「伊

豫國上」とあり、上国であるとあります。『愛媛県の歴史』（内田九州男ほか著 山川出版社 2003年発行）

P68には｢藤原道長・頼道などが権力を握った摂関期になると｣｢当時伊予国は｣「もっとも受領収入の多い国＝大

国の一つ」とあります。 

 

開 館 カ レ ン ダ ー   は休館日です  
9 月 

日 月 火 水 木 金 土 
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10 月 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 

４ ５ ６ 7 ８ ９ 10 
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25 26 27 28 29 30 31 

       

 

開 館 時 間 
火曜から金曜 

9 時 40 分から 19 時まで 
 

土・日・祝日 
9 時 40 分から 18 時まで 

 
こども読書室 

9 時 40 分から 17 時まで 

お堀の図書館 
№194 

 2009年 9月 
編集・発行 

愛媛県立図書館 
 

愛媛県立図書館 〒790－0007 松山市堀之内 
TEL 089－941－1441  FAX 089－941－1454  http://www.library.ne.jp/ehime/ 


